
藤沢市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則をここに公布する。
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藤沢市規則第４３号

藤沢市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は，墓地，埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号。以下

「法」という。）及び藤沢市墓地等の経営の許可等に関する条例（平成２４年藤

沢市条例第３５号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるも

のとする。

（定義）

第２条 この規則における用語の定義は，法及び条例の規定の例による。

（事前協議）

第３条 条例第４条第２項（条例第１６条において準用する場合を含む。）に規定

する協議書は，墓地等経営計画協議書（第１号様式）とし，協議は，当該協議書

に次に掲げる事項を記載し，条例第９条第１項の規定により申請する予定の日

（以下「申請予定日」という。）の１２０日前までに提出して行うものとする。

（１） 法第１０条第１項の規定により墓地，納骨堂又は火葬場（以下「墓地等」と

いう。）の経営の許可（以下「経営許可」という。）を受けようとする者の名

称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

（２） 墓地等の名称及び所在地

（３） 墓地等の概要

（４） 申請予定日

（５） その他市長が必要と認める事項

２ 前項の協議書には，次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし，市長

が特に認めるときは，添付すべき書類の一部を省略することができる。



（１） 墓地等の土地及び建物の登記事項証明書

（２） 墓地等の付近の見取図

（３） 墓地等の土地及び隣接地の公図の写し

（４） 墓地等の土地利用計画図

（５） 墓地等の敷地に係る求積図

（６） 墓地又は火葬場の緑地に係る求積図並びに既存の緑地の位置を明示した現況

図及び求積図

（７） 墓地等の植栽計画図

（８） 墓地等の給排水計画図

（９） 墓地等の建物の配置図，各階平面図及び立面図

（10） 納骨堂の納骨装置の設計図

（11） 火葬場の火葬炉の設計図

（12） 墓地等の許可申請に係る理由を記載した書類

（13） 経営許可を受けようとする者が地方公共団体である場合には，墓地等の設置

に係る議会の議決書の写し

（14） 経営許可を受けようとする者が宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第

４条第２項に規定する宗教法人（以下「宗教法人」という。）又は公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号）第２条

第３号に規定する公益法人（以下「公益法人」という。）である場合には，次

に掲げる書類

ア 宗教法人又は公益法人の登記事項証明書

イ 宗教法人法第１２条第１項に規定する宗教法人の規則の写し又は公益法人

の定款の写し

ウ 宗教活動の実績に係る書類

エ 意思決定機関において墓地等の経営を行うことを決定したときの議事録の

写し

オ 墓地等の経営に当たり，宗教法人法第５条第２項第２号及び第３号に規定

する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な場合は，承認書の写し

カ 墓地等の経営の計画（以下「墓地等経営計画」という。）の収支見込書及

び資金計画書



キ 資金計画書における自己資金等を証明できる書類

ク 負債（墓地等の設置に要する費用に係る負債を除く。）を有する場合は，

負債額及びその明細等を記載した書類

ケ 宗教法人法第２５条第１項に規定する財産目録及び収支計算書

コ 墓地又は納骨堂の使用契約約款その他これに類するもの

（15） 墓参等で墓地等の周辺道路の混雑が予想される場合は，交通渋滞対策を記載

した書類

（16） 他の法令の規定による許可等が必要となる場合は，当該法令の規定による許

可を確認できる書類又は申請状況を確認できる書類

（17） その他市長が必要と認める書類

（標識の設置等）

第４条 条例第５条第１項（条例第１６条において準用する場合を含む。）に規定

する標識（以下「標識」という。）は，墓地（納骨堂・火葬場）の設置（拡張）

計画のお知らせ板（第２号様式）とし，申請予定日の９０日前までに設置しなけ

ればならない。

２ 標識は，計画敷地に接する道路（２以上の道路に接する場合には，それぞれの

道路）に面する場所に設置しなければならない。ただし，市長が計画敷地の周辺

状況を勘案し，必要がないと認めた場合は，その箇所を減ずることができる。

３ 標識は，風雨等により容易に破損又は倒壊しない方法で設置するとともに，記

載事項が鮮明であるよう維持管理しなければならない。

４ 標識の記載内容に変更があったときは，遅滞なく，当該記載内容を書き換えな

ければならない。

５ 条例第５条第２項（条例第１６条において準用する場合を含む。）の規定によ

る報告は，次に掲げる事項を記載した標識設置報告書（第３号様式）により行う

ものとする。

（１） 第３条第１項第１号及び第２号に掲げる事項

（２） 標識設置年月日

（３） その他市長が必要と認める事項

６ 前項の報告書には，次に掲げる書類を添付しなければならない。

（１） 標識を設置した場所が明示された図面



（２） 標識の設置状況及び記載内容が確認できる写真

（説明会の開催等）

第５条 条例第６条第１項（条例第１６条において準用する場合を含む。）に規定

する近隣住民等（以下「近隣住民等」という。）とは，次に掲げる者とする。

（１） 墓地等の境界線からの水平距離が１１０メートル（火葬場にあっては，

３００メートル）以内の範囲にある建物の居住者，土地又は建物の所有者及び

建物の管理責任者

（２） 前号に規定する範囲にある建物の居住者を構成員に含む地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項に規定する団体の代表者

２ 条例第６条第１項（条例第１６条において準用する場合を含む。）に規定する

説明会（以下「説明会」という。）は，標識を設置した日の翌日から起算して

１０日を経過した日から申請予定日の６０日前までに開催しなければならない。

３ 説明会を開催しようとするときは，当該説明会を開催しようとする日の７日前

までに，開催の日時，場所及び墓地等経営計画の概要等について，近隣住民等に

周知しなければならない。

４ 説明会は，複数回開催することとし，開催する曜日，時間及び場所を変える等，

多くの近隣住民等が出席できるよう配慮しなければならない。

５ 条例第６条第２項（条例第１６条において準用する場合を含む。）の規定によ

る報告は，次に掲げる事項を記載した説明会開催状況報告書（第４号様式）によ

り行うものとする。

（１） 第３条第１項第１号及び第２号に掲げる事項

（２） 説明会の概要

（３） その他市長が必要と認める事項

６ 前項の報告書には，説明会で用いた資料を添付しなければならない。

（近隣住民等との協議）

第６条 条例第７条第１項（条例第１６条において準用する場合を含む。）に規定

する規則で定める日は，説明会の最終開催日の翌日から起算して３０日を経過し

た日とする。

２ 条例第７条第２項（条例第１６条において準用する場合を含む。）の規定によ

る報告は，次に掲げる事項を記載した協議結果報告書（第５号様式）により行う



ものとする。

（１） 第３条第１項第１号及び第２号に掲げる事項

（２） 協議の概要

（３） その他市長が必要と認める事項

３ 前項の報告書には，協議で用いた資料を添付しなければならない。

（経営許可）

第７条 条例第９条第１項の規定による申請は，次に掲げる事項を記載した墓地等

経営許可申請書（第６号様式）により行うものとする。

（１） 第３条第１項第１号から第３号までに掲げる事項

（２） その他市長が必要と認める事項

２ 前項の申請書には，第３条第２項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

ただし，市長が特に認めるときは，添付すべき書類の一部を省略することができ

る。

３ 条例第９条第１項の規定による申請をしようとする場合において，次に掲げる

基準のすべてを満たしていないときは，市長は，許可しないものとする。ただし，

当該申請が地方公共団体によるものであるとき及び個人が経営する墓地又は地域

の共同墓地について当該墓地の敷地を公共の用に供する必要が生じた等の理由に

よりやむを得ず移設するものであるときは，この限りでない。

（１） 条例第１０条各号に規定する墓地等の設置場所の基準に適合していること。

（２） 条例第１１条各号に規定する墓地の構造設備の基準に適合していること。

（３） 条例第１２条各号に規定する納骨堂の構造設備の基準に適合していること。

（４） 条例第１３条各号に規定する火葬場の構造設備の基準に適合していること。

（５） 墓地等の敷地の既設建物を使用する場合は，墓地等の許可申請をしようとす

る者が所有し，かつ，抵当権の設定等がなされていない建物であること。

（６） 墓地又は納骨堂を設置する場合には，設置に要する費用の１００分の５０に

相当する額以上の自己資金を有していること。ただし，負債（当該墓地又は納

骨堂の設置に要する費用に係る負債を除く。）を有する場合は，当該１００分

の５０に相当する額に当該負債の額を加えた額以上の自己資金を有しているこ

と。

（７） 他の法令の規定による許可等が必要となる場合は，当該許可等を得ているか



又は得られる見込みがあること。

（設置場所の基準）

第８条 条例第１０条第２号に規定する規則で定める距離は，次の各号に掲げる区

分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

（１） 焼骨を埋蔵する墓地及び納骨堂 その境界線と次に掲げる施設との水平距離

が１１０メートル

ア 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校

イ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項及び第２項に規定

する病院及び診療所（患者を入院させるための施設を有するものに限る。）

ウ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第１項に規定する児童福

祉施設

エ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２７項に規定する介護老

人保健施設

オ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５条の３に規定する老人福祉

施設

（２） 埋葬を行う墓地 その境界線と人が現に居住し，又は使用している建物との

水平距離が１１０メートル

（３） 火葬場 その境界線と人が現に居住し，又は使用している建物との水平距離

が３００メートル

（墓地の構造設備基準）

第９条 条例第１１条第２号に規定する規則で定める基準は，次に掲げるとおりと

する。

（１） 墳墓の区画数に１００分の５を乗じて得た数以上の駐車台数を有しているこ

と。

（２） 駐車ますの大きさは，駐車台数１台につき，幅２．３メートル以上，奥行５メ

ートル以上とすること。

（３） 駐車場の車路（駐車スペースと道路との間で自動車が停車又は転回できる場

所をいう。）の幅員は，相互通行の場合は４．５メートル以上，一方通行の場合

は２．５メートル以上とすること。

（４） 駐車場に駐車中の他の自動車を移動することなく，自動車を安全に駐車させ，



かつ，円滑に出入りさせることができる構造とすること。

（５） 高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第

９２号。以下「バリアフリー法」という。）に基づき，高齢者，障がい者等の

墓地利用上の利便性及び安全性を配慮して，駐車場には，高齢者，障がい者等

が円滑に利用できる駐車の用に供する部分を必要に応じて設けること。

２ 条例第１１条第３号に規定する規則で定める有効幅員は，次に掲げるとおりと

する。

（１） 墳墓を設ける区域内の通路にあっては，１．２メートル

（２） 前号に規定するもの以外の主要な通路にあっては，１．５メートル

３ 条例第１１条第４号に規定する規則で定める割合は，別表第１のとおりとする。

４ 条例第１１条第５号に規定する規則で定める方法は，別表第２のとおりとする。

５ 条例第１１条第６号に規定する規則で定める基準は，次に掲げるとおりとする。

（１） 合葬墓（縁故者のいない墳墓から焼骨を改葬し，合わせて埋蔵するための墳

墓をいう。）を必要に応じて設けること。

（２） バリアフリー法に基づき，高齢者，障がい者等の墓地利用上の利便性及び安

全性を配慮して，墓地内の通路等の段差にはスロープを必要に応じて設けるこ

と。

（納骨堂の構造設備基準）

第１０条 条例第１２条第４号に規定する規則で定める基準は，納骨装置数に

１００分の２を乗じて得た数以上の駐車台数を有していることとする。

２ 条例第１２条第５号に規定する規則で定める方法は，別表第２のとおりとする。

３ 条例第１２条第６号に規定する規則で定める基準は，次に掲げるとおりとする。

（１） バリアフリー法に基づき，高齢者，障がい者等の納骨堂利用上の利便性及び

安全性を配慮して，納骨堂内の通路等の段差にはスロープを必要に応じて設け

ること。

（２） 悪臭防止法（昭和４６年法律第９１号）に基づき，近隣住民等の生活環境を

損なわないよう，防臭の十分な能力を有する設備を必要に応じて設けること。

（火葬場の構造設備基準）

第１１条 条例第１３条第２号に規定する規則で定める基準は，火葬炉の数に８を

乗じて得た数以上の駐車台数を有していることとする。



２ 条例第１３条第７号に規定する規則で定める割合は，別表第１のとおりとする。

３ 条例第１３条第８号に規定する規則で定める方法は，別表第２のとおりとする。

（変更許可）

第１２条 条例第１５条第１項の規定による申請は，次に掲げる事項を記載した墓

地等変更許可申請書（第７号様式）により行うものとする。

（１） 墓地等の経営者の名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

（２） 墓地等の名称及び所在地

（３） 変更の内容

（４） その他市長が必要と認める事項

２ 前項の申請書には，次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし，市長

が特に認めるときは，添付すべき書類の一部を省略することができる。

（１） 第３条第２項第１号から第１２号まで，第１５号及び第１６号に掲げる書類

（２） 法第１０条第２項の規定により墓地等の変更（墓地にあっては，墳墓を設け

る区域の変更及び区画数の変更を含む。）の許可（以下「変更許可」とい

う。）を受けようとする者が地方公共団体である場合には，墓地等の変更に係

る議会の議決書の写し

（３） 変更許可を受けようとする者が宗教法人又は公益法人である場合には，次に

掲げる書類

ア 第３条第２項第１４号アからウまで及びカからコまでに掲げる書類

イ 意思決定機関において墓地等の変更を行うことを決定したときの議事録の

写し

ウ 墓地等の変更に当たり，宗教法人法第５条第２項第２号及び第３号に規定

する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な場合は，承認書の写し

（４） その他市長が必要と認める書類

３ 第７条第３項の規定は，条例第１５条第１項の規定による申請をしようとする

者について準用する。

（申請事項変更届）

第１３条 条例第１７条第１項の規定による届出は，次に掲げる事項を記載した墓

地等申請事項変更届（第８号様式）により行うものとする。

（１） 第１２条第１項第１号から第３号までに掲げる事項



（２） その他市長が必要と認める事項

２ 前項の届出書には，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める書類を添

付しなければならない。

（１） 墓地等の経営者の名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を変更した

場合 宗教法人又は公益法人の登記事項証明書

（２） 墓地等の構造設備を変更した場合

ア 変更に係る第３条第２項第４号から１１号までに掲げる書類

イ 墓地等の経営者が地方公共団体である場合には，墓地等の変更に係る議会

の議決書の写し

ウ 墓地等の経営者が宗教法人又は公益法人である場合には，次に掲げる書類

（ア） 意思決定機関において墓地等の変更を行うことを決定したときの議事録

の写し

（イ） 墓地等の変更に当たり，宗教法人法第５条第２項第２号及び第３号に規

定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な場合は，承認書の写し

エ その他市長が必要と認める書類

（廃止許可）

第１４条 条例第１８条第１項の規定による申請は，次に掲げる事項を記載した墓

地等廃止許可申請書（第９号様式）により行うものとする。

（１） 第１２条第１項第１号及び第２号に掲げる事項

（２） 廃止予定年月日

（３） その他市長が必要と認める事項

２ 前項の申請書には，次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし，市長

が特に認めるときは，添付すべき書類の一部を省略することができる。

（１） 第３条第２項第１号から第３号まで及び第１２号に掲げる書類

（２） 法第１０条第２項の規定により墓地等の廃止の許可（以下「廃止許可」とい

う。）を受けようとする者が地方公共団体である場合には，墓地等の廃止に係

る議会の議決書の写し

（３） 廃止許可を受けようとする者が宗教法人又は公益法人である場合には，次に

掲げる書類

ア 宗教法人又は公益法人の登記事項証明書



イ 意思決定機関において墓地等の廃止を行うことを決定したときの議事録の

写し

ウ 墓地等の廃止に当たり，宗教法人法第５条第２項第２号及び第３号に規定

する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な場合は，承認書の写し

（４） 改葬の内容を明らかにした書類又は埋葬及び埋蔵のない事実を証明する書類

（５） その他市長が必要と認める書類

（都市計画事業等による墓地又は火葬場の新設等の届出）

第１５条 条例第１９条第１項の規定による届出は，次に掲げる事項を記載した墓

地（火葬場）新設（変更・廃止）届（第１０号様式）により行うものとする。

（１） 墓地又は火葬場の経営者の名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

（２） 墓地又は火葬場の名称及び所在地

（３） 墓地又は火葬場の概要

（４） その他市長が必要と認める事項

２ 前項の届出書には，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める書類を添

付しなければならない。ただし，市長が特に認めるときは，添付すべき書類の一

部を省略することができる。

（１） 墓地又は火葬場の新設の許可があったものとみなされた場合

ア 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業若しくは住宅街区

整備事業の事業計画の認可を受けたことを確認できる書類

イ 墓地又は火葬場の土地及び建物の登記事項証明書

ウ 墓地又は火葬場の付近の見取図

エ 墓地又は火葬場の土地及び隣接地の公図の写し

オ 墓地又は火葬場の土地利用計画図

カ 墓地又は火葬場の敷地に係る求積図

キ 墓地又は火葬場の緑地に係る求積図

ク 墓地又は火葬場の植栽計画図

ケ 墓地又は火葬場の給排水計画図

コ 墓地又は火葬場の建物の配置図，各階平面図及び立面図

サ 火葬場の火葬炉の設計図

シ 墓地又は火葬場の経営者が宗教法人又は公益法人である場合には，次に掲



げる書類

（ア） 宗教法人又は公益法人の登記事項証明書

（イ） 宗教法人法第１２条第１項に規定する宗教法人の規則の写し又は公益法

人の定款の写し

（ウ） 墓地又は火葬場の経営に当たり，宗教法人法第５条第２項第２号及び第

３号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な場合は，承認

書の写し

（エ） 墓地等経営計画の収支見込書及び資金計画書

（オ） 資金計画書における自己資金等を証明できる書類

ス その他市長が必要と認める書類

（２） 墓地又は火葬場の変更の許可があったものとみなされた場合

ア 前号アからサまでに掲げる書類

イ 墓地又は火葬場の経営者が宗教法人又は公益法人である場合には，次に掲

げる書類

（ア） 前号シ（ア），（イ），（エ）及び（オ）に掲げる書類

（イ） 墓地又は火葬場の変更に当たり，宗教法人法第５条第２項第２号及び第

３号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な場合は，承認

書の写し

ウ その他市長が必要と認める書類

（３） 墓地又は火葬場の廃止の許可があったものとみなされた場合

ア 第１号アからエまでに掲げる書類。

イ 墓地又は火葬場の経営者が宗教法人又は公益法人である場合には，次に掲

げる書類

（ア） 第１号シ（ア）に掲げる書類

（イ） 墓地又は火葬場の廃止に当たり，宗教法人法第５条第２項第２号及び第

３号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な場合は，承認

書の写し

ウ 改葬の内容を明らかにした書類又は埋葬及び埋蔵のない事実を証明する書

類

エ その他市長が必要と認める書類



（工事完了の届出等）

第１６条 条例第２０条第１項の規定による届出は，次に掲げる事項を記載した墓

地等工事完了届（第１１号様式）により行うものとする。

（１） 第１２条第１項第１号及び第２号に掲げる事項

（２） 工事完了年月日

（３） その他市長が必要と認める事項

２ 前項の届出書には，次に掲げる書類を添付しなければならない。

（１） 工事完了後の墓地等の土地及び建物の登記事項証明書

（２） 工事完了後の墓地等の写真

３ 条例第２０条第２項に規定する工事完了検査済証は，第１２号様式とする。

（立入調査員証）

第１７条 条例第２１条第２項に規定する職員の身分を示す証明書は，第１３号様

式とする。

（委任）

第１８条 この規則に定めるもののほか，法及び条例の施行に関し必要な事項は，

市長が別に定める。

附 則

この規則は，平成２４年４月１日から施行する。

別表第１（第９条，第１１条関係）

都市計画法（昭和４３年法律第
１００号）第７条第１項に規定する 緑地面積の割合
区域における墓地及び火葬場の規模

都市計画法第７条第１項に規定する 墓地の敷地面積の１００分の３５（工事
市街化区域（以下「市街化区域」と 着手前に墓地の敷地面積の１００分の
いう。）及び市街化調整区域（以下 ５０以上の緑地がある場合は，１００分
「市街化調整区域」という。）にお の４０）
いて，敷地面積が１０，０００平方メ
ートル以上であるもの 火葬場の敷地面積の１００分の２５（工

事着手前に火葬場の敷地面積の１００分
の５０以上の緑地がある場合は，１００
分の３０）

市街化区域において，敷地面積が 墓地の敷地面積の１００分の２５
３ ，０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上
１０，０００平方メートル未満である 火葬場の敷地面積の１００分の２０
もの

市街化区域において，敷地面積が 墓地又は火葬場の敷地面積の１００分の
３，０００平方メートル未満であるも ２０
の



市街化調整区域において，敷地面積 墓地の敷地面積の１００分の３５
が１０，０００平方メートル未満であ
るもの 火葬場の敷地面積の１００分の２０

（備考）
緑地面積とは，樹木の樹冠又は芝で被われている土地及び緑地とするため植樹
等を計画している土地の面積とする。ただし，芝のみで被われた土地にあって
は，当該土地の面積の１００分の２０を緑地面積とする。

別表第２（第９条，第１０条，第１１条関係）

墓地の規模，納骨堂及び火葬場 隣接地等外部との区分方法

墓地の敷地面積が１０，０００平方メ 墓地の境界の内側に当該境界に沿って，
ートル以上であるもの 幅員５メートル以上の緑地による連続し

た緩衝帯（以下「緑地帯」という。）を
設け，かつ，当該境界又は緑地帯の内側
に当該境界から墳墓が見えないように障
壁又は樹木の垣根等を設けること。

墓地の敷地面積が３，０００平方メー 墓地の境界の内側に当該境界に沿って，
トル以上１０，０００平方メートル未 幅員３メートル以上の緑地帯を設け，か
満であるもの つ，当該境界又は緑地帯の内側に当該境

界から墳墓が見えないように障壁又は樹
木の垣根等を設けること。

墓地の敷地面積が３，０００平方メー 墓地の境界の内側に当該境界から墳墓が
トル未満であるもの 見えないように障壁又は樹木の垣根等を

設けること。

納骨堂 納骨堂の境界の内側に当該境界に接し，
樹木の垣根を設けること。

火葬場 火葬場の境界の内側に当該境界に接し，
樹木の垣根を設けること。

（備考）
１ 緑地帯の植栽方法にあっては，緑地１０平方メートルあたり，高木（樹高

２．５メートル以上）が２本，中木（樹高１．５メートル以上）が４本，低木
（樹高０．５メートル以上）が６本とする。ただし，土地利用上の制約等によ
って規定どおりの本数が植栽できない場合には，高木１本あたり，中木４本
又は低木６本として代替することができる。

２ 樹木の垣根にあっては，１メートルあたり，２本以上（樹高１．８メートル
以上）を列植すること。

３ 障壁にあっては，１．８メートル以上の高さとすること。



第１号様式（第３条関係） 

墓地等経営計画協議書 
年   月   日 

藤沢市長 
事務所の所在地 

名称 

代表者の氏名            印 

電話番号 

 
 藤沢市墓地等の経営の許可等に関する条例第４条第１項（第１６条において準用する場

合を含む。）の規定により、次のとおり協議します。 

協 議 の 区 分 □ 新設  □ 拡張 

墓 地 等 の 区 分 □ 埋蔵墓地 □ 埋葬墓地 □ 納 骨 堂 □ 火 葬 場 

墓 地 等 の 名 称  

墓地等の所在地  

区域 (敷地 )面積                     ｍ2 

区 域 区 分 □ 市街化区域  □ 市街化調整区域 

地 目  

土地の権利関係 所有権の有無        抵当権の設定等の有無 

学 校 、 病 院 等 
と の 最 短 距 離                     ｍ 

標 識 設 置 
予 定 年 月 日 年      月      日 

説 明 会 開 催 
予 定 年 月 日 年      月      日 

申 請 
予 定 年 月 日 年      月      日 

工 事 着 手 
予 定 年 月 日 年      月      日 

工 事 完 了 
予 定 年 月 日 年      月      日 

 



墓 

地 

等 

の 

概 

要 

墓 地 

区域面積 
 
 

ｍ2 

（内訳） 
墳墓を設ける区域面積                ｍ2 
建物敷地面積（延床面積）            ｍ2 
（建物の名称                  ） 
駐車場面積                   ｍ2 
緑地面積（緑地帯面積）               ｍ2 

その他面積                      ｍ2 
区画数 区画 

納骨堂 

敷地面積 
 
 

ｍ2 

（内訳） 
建物敷地面積（延床面積）            ｍ2 
（建物の名称                  ） 
駐車場面積                   ｍ2 
その他面積                      ｍ2 

納骨装置数                        個 

火葬場 

敷地面積 
 
 

ｍ2 

（内訳） 
建物敷地面積（延床面積）            ｍ2 
（建物の名称                  ） 
駐車場面積                   ｍ2 
緑地面積                      ｍ2 
その他面積                      ｍ2 

火葬炉数                        基 

火葬能力                      体／日 

煙突の高さ                        ｍ 

建 物 の 構 造 造              階建 

駐 車 場 駐車台数                   台 

緑 地 緑地面積の割合                ％ 

隣接地外部との区分 
障壁又は樹木の垣根の高さ           ｍ 
緑地による緩衝帯の幅員            ｍ 
（１０ｍ2あたり 高木  本、中木  本、低木  本） 

（備 考） 
 １ □のある欄には、該当する□内にレ点を記入してください。 
２ 拡張の事前協議の場合は、表題を墓地等拡張計画協議書とし、表面の面積の数値は、

拡張する数値を記入してください。また、裏面の墓地等の概要の数値は拡張後の数値

を記入し、拡張申請の対象となる項目のみ拡張前の数値を括弧書きで記入してくださ

い。 



第２号様式（第４条関係） 
墓地（納骨堂・火葬場）の設置（拡張）計画のお知らせ板 

墓 地 等 の 区 分 □ 埋蔵墓地 □ 埋葬墓地 □ 納 骨 堂 □ 火 葬 場 

墓 地 等 の 名 称  

墓 地 等 の 所 在 地  

区 域 （ 敷 地 ） 面 積 ｍ2 
（内訳） 

施 

設 

等 

の 

概 

要 

墓 地 

建物の構造 造              階建 
区 画 数                       区画 
駐 車 場 駐車台数                   台 
緑 地 緑地面積の割合                 ％ 

納骨堂 
建物の構造 造              階建 
納骨装置数                        個 
駐 車 場 駐車台数                   台 

火葬場 

建物の構造 造              階建 
火 葬 炉 数        基  （火葬能力       体／日） 
煙突の高さ                        ｍ 
駐 車 場 駐車台数                   台 
緑 地 緑地面積の割合                 ％ 

墓地等の経営（拡張）許可 
を 受 け よ う と す る 者 

氏 名 
所在地 

工 事 施 工 業 者 氏 名 
所在地 

標 識 設 置 年 月 日 年      月      日 

 
○次の日程については、決定次第記載します。 
近 隣 住 民 等 へ の 
説 明 会 開 催 日 年      月      日 

近 隣 住 民 等 の 
協 議 申 出 期 限 年      月      日 

許 可 年 月 日 年      月      日 

工 事 着 手 予 定 年 月 日 年      月      日 

工 事 完 了 予 定 年 月 日 年      月      日 

 
 この標識は、藤沢市墓地等の経営の許可等に関する条例第５条第１項の規定により設置

したものです。この計画についてのお問い合わせ先は、次のとおりです。 
名  称 
所 在 地 
電話番号 

（縦１２０センチメートル以上、横９０センチメートル以上） 



第３号様式（第４条関係） 

標識設置報告書 
年   月   日 

藤沢市長 
事務所の所在地 

名称 

代表者の氏名            印 

電話番号 

 
 藤沢市墓地等の経営の許可等に関する条例第５条第２項（第１６条において準用する場

合を含む。）の規定により、次のとおり報告します。 

墓 地 等 の 区 分 □ 埋蔵墓地 □ 埋葬墓地 □ 納 骨 堂 □ 火 葬 場 

墓 地 等 の 名 称  

墓地等の所在地  

標識設置年月日 年      月      日 

（備 考） 
 □のある欄には、該当する□内にレ点を記入してください。 
 



第４号様式（第５条関係） 

説明会開催状況報告書 
年   月   日 

藤沢市長 
事務所の所在地 

名称 

代表者の氏名            印 

電話番号 

 
 藤沢市墓地等の経営の許可等に関する条例第６条第２項（第１６条において準用する場

合を含む。）の規定により、次のとおり報告します。 

墓 地 等 の 区 分 □ 埋蔵墓地 □ 埋葬墓地 □ 納 骨 堂 □ 火 葬 場 

墓 地 等 の 名 称  

墓 地 等 の 所 在 地  

説 
明 

会 

の 

概 

要 

開 催 日 時  

開 催 場 所  

開催者側の出席者の 
氏名及び役職名 

 

近 隣 住 民 等 の 
出 席 者 数 

 

説 明 事 項  

質疑応答の内容  

近 隣 住 民 等 の 
意 見 

 

（備 考） 
 □のある欄には、該当する□内にレ点を記入してください。 



第５号様式（第６条関係） 

協議結果報告書 
年   月   日 

藤沢市長 
事務所の所在地 

名称 

代表者の氏名            印 

電話番号 

 
 藤沢市墓地等の経営の許可等に関する条例第７条第２項（第１６条において準用する場

合を含む。）の規定により、次のとおり報告します。 

墓 地 等 の 区 分 □ 埋蔵墓地 □ 埋葬墓地 □ 納 骨 堂 □ 火 葬 場 

墓 地 等 の 名 称  

墓 地 等 の 所 在 地  

協 

議 

の 

概 

要 

協 議 日 時  

協 議 場 所  

協議報告者側の 
出 席 者 の 
氏名及び役職名 

 

近 隣 住 民 等 の 
出 席 者 数 

 

協 議 事 項  

協 議 結 果  

（備 考） 
 □のある欄には、該当する□内にレ点を記入してください。 



第６号様式（第７条関係） 

墓地等経営許可申請書 
年   月   日 

藤沢市長 
事務所の所在地 

名称 

代表者の氏名            印 

電話番号 

 
 藤沢市墓地等の経営の許可等に関する条例第９条第１項の規定により、次のとおり申請

します。 

墓 地 等 の 区 分 □ 埋蔵墓地 □ 埋葬墓地 □ 納 骨 堂 □ 火 葬 場 

墓 地 等 の 名 称  

墓地等の所在地  

区域 (敷地 )面積                     ｍ2 

地 目  

土地の権利関係 所有権の有無        抵当権の設定等の有無 

学 校 、 病 院 等 
と の 最 短 距 離 

                    ｍ 

標識設置年月日 年      月      日 

説 明 会 開 催 
年 月 日 

年      月      日 

協議実施年月日 年      月      日 

工 事 着 手 
予 定 年 月 日 

年      月      日 

工 事 完 了 
予 定 年 月 日 

年      月      日 

管 理 者 の 
住 所 及 び 氏 名 

 

 
 



墓 

地 

等 

の 

概 

要 

墓 地 

区域面積 
 
 

ｍ2 

（内訳） 
墳墓を設ける区域面積                ｍ2 
建物敷地面積（延床面積）            ｍ2 
（建物の名称                  ） 
駐車場面積                   ｍ2 
緑地面積（緑地帯面積）               ｍ2 

その他面積                      ｍ2 
区画数 区画 

納骨堂 

敷地面積 
 
 

ｍ2 

（内訳） 
建物敷地面積（延床面積）            ｍ2 
（建物の名称                  ） 
駐車場面積                   ｍ2 
その他面積                      ｍ2 

納骨装置数                        個 

火葬場 

敷地面積 
 
 

ｍ2 

（内訳） 
建物敷地面積（延床面積）            ｍ2 
（建物の名称                  ） 
駐車場面積                   ｍ2 
緑地面積                      ｍ2 
その他面積                      ｍ2 

火葬炉数                        基 

火葬能力                      体／日 

煙突の高さ                        ｍ 

建 物 の 構 造 造              階建 

駐 車 場 駐車台数                   台 

緑 地 緑地面積の割合                ％ 

隣接地外部との区分 
障壁又は樹木の垣根の高さ           ｍ 
緑地による緩衝帯の幅員            ｍ 
（１０ｍ2あたり 高木  本、中木  本、低木  本） 

（備 考） 
 □のある欄には、該当する□内にレ点を記入してください。 
 



第７号様式（第１２条関係） 

墓地等変更許可申請書 
年   月   日 

藤沢市長 
事務所の所在地 

名称 

代表者の氏名            印 

電話番号 

 
 藤沢市墓地等の経営の許可等に関する条例第１５条第１項の規定により、次のとおり申

請します。 

墓 地 等 の 区 分 □ 埋蔵墓地 □ 埋葬墓地 □ 納 骨 堂 □ 火 葬 場 

墓 地 等 の 名 称  

墓 地 等 の 所 在 地  

変

更

の

内

容 

変 更 事 項  

変 更 前  

変 更 後  

変更する土地の

地 目 
 

変更する土地の 
権 利 関 係 所有権の有無        抵当権の設定等の有無 

学 校 、 病 院 等 
と の 最 短 距 離                      ｍ 

標 識 設 置 年 月 日 年      月      日 

説 明 会 開 催 年 月 日 年      月      日 

協 議 実 施 年 月 日 年      月      日 

工事着手予定年月日 年      月      日 

工事完了予定年月日 年      月      日 

 



墓 

地 

等 

の 

概 

要 

墓 地 

区域面積 
 
 

ｍ2 

（内訳） 
墳墓を設ける区域面積                ｍ2 
建物敷地面積（延床面積）            ｍ2 
（建物の名称                  ） 
駐車場面積                   ｍ2 
緑地面積（緑地帯面積）               ｍ2 

その他面積                      ｍ2 
区画数 区画 

納骨堂 

敷地面積 
 
 

ｍ2 

（内訳） 
建物敷地面積（延床面積）            ｍ2 
（建物の名称                  ） 
駐車場面積                   ｍ2 
その他面積                      ｍ2 

納骨装置数                        個 

火葬場 

敷地面積 
 
 

ｍ2 

（内訳） 
建物敷地面積（延床面積）            ｍ2 
（建物の名称                  ） 
駐車場面積                   ｍ2 
緑地面積                      ｍ2 
その他面積                      ｍ2 

火葬炉数                        基 

火葬能力                      体／日 

煙突の高さ                        ｍ 

建 物 の 構 造 造              階建 

駐 車 場 駐車台数                   台 

緑 地 緑地面積の割合                ％ 

隣接地外部との区分 
障壁又は樹木の垣根の高さ           ｍ 
緑地による緩衝帯の幅員            ｍ 
（１０ｍ2あたり 高木  本、中木  本、低木  本） 

（備 考） 
１ □のある欄には、該当する□内にレ点を記入してください。 
２ 裏面の墓地等の概要の数値は変更後の数値を記入し、変更申請の対象となる項目の

み変更前の数値を括弧書きで記入してください。 



第８号様式（第１３条関係） 

墓地等申請事項変更届 
年   月   日 

藤沢市長 
事務所の所在地 

名称 

代表者の氏名            印 

電話番号 

 
 藤沢市墓地等の経営の許可等に関する条例第１７条の規定により、次のとおり届け出ま

す。 

墓 地 等 の 区 分 □ 埋蔵墓地 □ 埋葬墓地 □ 納 骨 堂 □ 火 葬 場 

墓 地 等 の 名 称  

墓地等の所在地  

変

更

の

内

容 

変更事項  

変 更 前  

変 更 後  

変 更 年 月 日 年      月      日 

変 更 理 由  

（備 考） 
□のある欄には、該当する□内にレ点を記入してください。 



第９号様式（第１４条関係） 

墓地等廃止許可申請書 
年   月   日 

藤沢市長 
事務所の所在地 

名称 

代表者の氏名            印 

電話番号 

 
 藤沢市墓地等の経営の許可等に関する条例第１８条第１項の規定により、次のとおり申

請します。 

墓 地 等 の 区 分 □ 埋蔵墓地 □ 埋葬墓地 □ 納 骨 堂 □ 火 葬 場 

墓 地 等 の 名 称  

墓地等の所在地  

区域 (敷地 )面積                      ｍ2 

地 目  

廃止予定年月日 年      月      日 

工 事 着 手 
予 定 年 月 日 

年      月      日 

工 事 完 了 
予 定 年 月 日 

年      月      日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



墓 

地 

等 

の 

概 

要 

墓 地 

区域面積 
 
 

ｍ2 

（内訳） 
墳墓を設ける区域面積                ｍ2 
建物敷地面積（延床面積）            ｍ2 
（建物の名称                  ） 
駐車場面積                   ｍ2 
緑地面積（緑地帯面積）               ｍ2 

その他面積                      ｍ2 
区画数 区画 

納骨堂 

敷地面積 
 
 

ｍ2 

（内訳） 
建物敷地面積（延床面積）            ｍ2 
（建物の名称                  ） 
駐車場面積                   ｍ2 
その他面積                      ｍ2 

納骨装置数                        個 

火葬場 

敷地面積 
 
 

ｍ2 

（内訳） 
建物敷地面積（延床面積）            ｍ2 
（建物の名称                  ） 
駐車場面積                   ｍ2 
緑地面積                      ｍ2 
その他面積                      ｍ2 

火葬炉数                        基 

火葬能力                      体／日 

煙突の高さ                        ｍ 

建 物 の 構 造 造              階建 

駐 車 場 駐車台数                   台 

緑 地 緑地面積の割合                ％ 

隣接地外部との区分 
障壁又は樹木の垣根の高さ           ｍ 
緑地による緩衝帯の幅員            ｍ 
（１０ｍ2あたり 高木  本、中木  本、低木  本） 

（備 考） 
□のある欄には、該当する□内にレ点を記入してください。 

 



第１０号様式（第１５条関係） 

墓地（火葬場）新設（変更・廃止）届 
年   月   日 

藤沢市長 
事務所の所在地 

名称 

代表者の氏名            印 

電話番号 

 
 藤沢市墓地等の経営の許可等に関する条例第１９条第１項の規定により、次のとおり届

け出ます。 
都 市 計 画 事 業 
土地区画整理事業 
住宅街区整備事業 
の 名 称 

 

墓 地 ( 火 葬 場 ) 
の 区 分 

□ 埋蔵墓地 □ 埋葬墓地 □ 火 葬 場 

届 出 の 区 分 □ 新設  □ 変更  □ 廃止 

墓 地 ( 火 葬 場 ) 
の 名 称 

 

墓 地 ( 火 葬 場 ) 
の 所 在 地 

 

区域 (敷地 )面積                     ｍ2 

地 目  

工 事 着 手 
予 定 年 月 日 

年      月      日 

工事完了（廃止） 
予 定 年 月 日 

年      月      日 

管 理 者 の 
住 所 及 び 氏 名 

 

 
 



墓 

地 

（
火 

葬 

場
） 

の 

概 

要 

墓 地 

区域面積 
 
 

ｍ2 

（内訳） 
墳墓を設ける区域面積                ｍ2 
建物敷地面積（延床面積）            ｍ2 
（建物の名称                  ） 
駐車場面積                   ｍ2 
緑地面積（緑地帯面積）               ｍ2 

その他面積                      ｍ2 
区画数 区画 

火葬場 

敷地面積 
 
 

ｍ2 

（内訳） 
建物敷地面積（延床面積）            ｍ2 
（建物の名称                  ） 
駐車場面積                   ｍ2 
緑地面積                      ｍ2 
その他面積                      ｍ2 

火葬炉数                        基 

火葬能力                      体／日 

煙突の高さ                        ｍ 

建 物 の 構 造 造              階建 

駐 車 場 駐車台数                   台 

緑 地 緑地面積の割合                ％ 

隣接地外部との区分 
障壁又は樹木の垣根の高さ           ｍ 
緑地による緩衝帯の幅員            ｍ 
（１０ｍ2あたり 高木  本、中木  本、低木  本） 

（備 考） 
１ □のある欄には、該当する□内にレ点を記入してください。 
２ 変更の場合、表面の面積の数値は変更する数値を記入してください。また、裏面の

墓地等の概要の数値は変更後の数値を記入し、変更届の対象となる項目のみ変更前の

数値を括弧書きで記入してください。 



第１１号様式（第１６条関係） 

墓地等工事完了届 
年   月   日 

藤沢市長 
事務所の所在地 

名称 

代表者の氏名            印 

電話番号 

 
 藤沢市墓地等の経営の許可等に関する条例第２０条第１項の規定により、次のとおり届

け出ます。 

墓 地 等 の 区 分 □ 埋蔵墓地 □ 埋葬墓地 □ 納 骨 堂 □ 火 葬 場 

新 設 又 は 
変 更 の 別 

□ 新設 □ 変更（内容                   ） 

墓 地 等 の 名 称  

墓地等の所在地  

区域 (敷地 )面積  

地 目  

許 可 年 月 日 
許 可 番 号 

 

工事完了年月日 年      月      日 

墓地等使用開始 
予 定 年 月 日 年      月      日 

許 可 条 件  

許 可 条 件 の 
履 行 状 況  

 



墓 

地 

等 

の 

概 

要 

墓 地 

区域面積 
 
 

ｍ2 

（内訳） 
墳墓を設ける区域面積                ｍ2 
建物敷地面積（延床面積）            ｍ2 
（建物の名称                  ） 
駐車場面積                   ｍ2 
緑地面積（緑地帯面積）               ｍ2 

その他面積                      ｍ2 
区画数 区画 

納骨堂 

敷地面積 
 
 

ｍ2 

（内訳） 
建物敷地面積（延床面積）            ｍ2 
（建物の名称                  ） 
駐車場面積                   ｍ2 
その他面積                      ｍ2 

納骨装置数                        個 

火葬場 

敷地面積 
 
 

ｍ2 

（内訳） 
建物敷地面積（延床面積）            ｍ2 
（建物の名称                  ） 
駐車場面積                   ｍ2 
緑地面積                      ｍ2 
その他面積                      ｍ2 

火葬炉数                        基 

火葬能力                      体／日 

煙突の高さ                        ｍ 

建 物 の 構 造 造              階建 

駐 車 場 駐車台数                   台 

緑 地 緑地面積の割合                ％ 

隣接地外部との区分 
障壁又は樹木の垣根の高さ           ｍ 
緑地による緩衝帯の幅員            ｍ 
（１０ｍ2あたり 高木  本、中木  本、低木  本） 

（備 考） 
□のある欄には、該当する□内にレ点を記入してください。 

 



第１２号様式（第１６条関係） 

工事完了検査済証 
   第       号 

 

事務所の所在地 

名称 

代表者の氏名 

 
   年  月  日付けで工事完了の届出がありました次の墓地等の工事については、

藤沢市墓地等の経営の許可等に関する条例第２０条第２項の規定による検査の結果、許可

の内容に適合していることを証明します。 
 
 
   年  月  日 
 
                         藤沢市長   印 
 
 

墓 地 等 の 区 分 □ 埋蔵墓地 □ 埋葬墓地 □ 納 骨 堂 □ 火 葬 場 

新 設 又 は 
変 更 の 別 

□ 新設 □ 変更（内容                   ） 

墓 地 等 の 名 称  

墓地等の所在地  

許 可 年 月 日 
許 可 番 号 

 

検 査 年 月 日 年      月      日 

許 可 条 件 の 
履 行 状 況  

 



第１３号様式（第１７条関係） 
 
（表） 
 

   
 

第    号 
 

立入調査員証 
 

所属        
氏名        

  生年月日      
 
上記の者は藤沢市墓地等の経営の許可

等に関する条例第２１条第１項の規定に

よる立入調査を行う者であることを証明

します。 
 

年  月  日 
 

藤沢市長   印 
 

 

 写 真  

 

 

   

 

 

 
 
（裏） 
 
 

藤沢市墓地等の経営の許可等に関する条例（抜粋） 
 

（立入調査） 

第２１条 市長は、必要があると認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、

当該職員に墓地又は納骨堂に立ち入り、当該施設、帳簿、書類その他の物件を調査させ

ること（以下「立入調査」という。）ができる。 

 

２ 前項に規定する立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請

求があったときは、これを提示しなければならない。 
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